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午後２時 ００分開 会  

【青木計 画課長】  それ では定 刻で ございま すので、 ただい まか

ら府中市 都市計画 審議会 を開会 して いただき たいと存 じます 。  

 開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の久保 よりご挨 拶を申 しあ

げます。  

【久保都 市整備部 長】  委員の 皆様 、こんに ちは。こ の１年 、大

変お世話 になりま した。 心から 感謝 し、お礼 を申しあ げます 。あ

りがとう ございま した 。本日は 、年 の 瀬も迫り 、大変 お忙し い中、

ご出席を いただき まして 、誠に あり がとうご ざいます 。  

 本日の 案件は、審議事項 といた し まして、生 産緑地 地区の変 更、

都市再開 発の方針 の変更 に伴う 市の 意見、そ して住宅 市街地 の開

発整備の 方針の変 更に伴 う市の 意見 の３件、 又、報告 事項と いた

しまして は、基地 跡地利 用計画 の策 定状況に ついての １件、 合わ

せまして ４件でご ざいま す。よ ろし くご審議 を賜りま すよう お願

いを申し あげまし て、ご 挨拶と させ ていただ きます。  

 どうぞ よろしく お願い いたし ます 。  

【青木計 画課長】  それ では、 伊達 会長、よ ろしくお 願いい たし

ます。  

【議長】  日ごろ より何 かとお 世話 になって おります ○○で ござ

います。  

 それで は審議会 に入り ますが 、今 回のこの 会議を開 催する に当

たり、新 たに任命 された 委員が おり ますので 、事務局 のほう から

報告をお 願いいた します 。  

【青木計 画課長】  それ ではご 報告 いたしま す。  

 議席番 号３番、 ○○委 員の退 任に 伴いまし て、１２ 月１日 付で
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○○様を 府中市都 市計画 審議会 委員 に任命い たしまし たので ご報

告いたし ます。よ ろしく お願い いた します。  

 以上で ございま す。  

【議長】  議席番 号３番 の○○ 委員 さんの退 任に伴い 、１２ 月１

日付で○ ○様を委 員に任 命をし てい ただきま したので 、○○ 委員

さんから 一言ご挨 拶をお 願いし たい と思いま す。  

【委員】  私、東 京臨海 高速鉄 道と いう、大 崎からお 台場を 通っ

て新木場 へ至る、 東京都 が設立 した 鉄道会社 の代表取 締役専 務の

○○でご ざいます 。  

 府中市 につきま しては 、私は 昭和 ４８年か ら１０年 ちょっ と、

美好町の 付近に住 んでお りまし て、 あと東京 都在職の ときに 東府

中の若松 町に流域 下水道 本部と いう 庁舎があ りまして 、そこ で小

柳町にあ る北多摩 下水処 理場の 設計 とか、そ れから流 域下水 道の

計画等の 仕事をや ってお りまし して 、あと豊 田にある 新都市 建設

公社に３ 年ほどお りまし て、府 中市 さんの仕 事もいろ いろや らせ

ていただ きまして 、非常 に懐か しく 思ってお ります。  

 都の在 任中につ きまし ては、 事業 者として 、首都高 にもお った

のですけ れども、 都市計 画案を つく り上げる 立場、そ れから 都市

整備局時 代は、逆 にそう いうも のを 審議、調 整する立 場と、 両方

の立場に いたもの ですか ら、こ の案 を作成す るまでの 間にも のす

ごい時間 をかけて 、案が 調整さ れる わけです けれども 、そう いう

中で得ま した経験 を踏ま えて、 この 府中が、 活気があ って、 住ん

でいる人 が安心し て長く 住み続 けら れるよう なまちに なって いく

ような形 で、微力 ながら 努力し てい きたいと 思います ので、 よろ

しくご指 導のほど お願い 申しあ げま す。  
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【議長】  よろし くどう ぞお願 いい たします 。  

 それで は、委員 の皆様 の出欠 状況 につきま してご報 告いた しま

すが、○ ○委員さ ん、○ ○委員 さん がやむを 得ず欠席 という こと

でござい ます。会 議の可 否でご ざい ますが、 定足数に 達して おり

ますので 、本日は この会 議は有 効に 成立いた します。  

 次に、 本日の会 議録の 署名人 につ いてを決 めたいと 思いま す。

府中市都 市計画審 議会運 営規則 第１ ３第２項 に、議事 録には 議長

及び議長 が指名す る委員 が署名 する ものと規 定されて おりま すの

で、私の ほうから 指名さ せてい ただ いてよろ しいでし ょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、本 日の議 事録 の署名人 につきま しては 、議

席番号１ ４番の○ ○委員 さんと 、議 席番号１ ６番の○ ○委員 さん

にお願い したいと 思いま すが、 よろ しくお願 いいたし ます。  

それでは 、会長代 理の○ ○委員 が退 任されま したので 、議事 日

程に従い まして、 日程第 １、会 長代 理の指名 について を議題 とい

たします 。  

本件につ きまして は、府 中都市 計画 審議会条 例第６条 第３項 に

「会長に 事故があ るとき は、会 長が あらかじ め指名す る委員 がそ

の職務を 代理する 」と規 定され てお りますの で、私の ほうか らご

指名をさ せていた だいて よろし いで しょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、会 長代理 には 、前任の ○○委員 さんが 務め

ておりま したので 、後任 の○○ 委員 さんにお 願いした いと思 いま

すが、い かがでし ょうか 。よろ しい ですか。  

（「異議な し」の 声）  
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【議長】  それで は、会 長代理 に○ ○委員さ んになっ ていた だく

というこ とでお願 いしま す。  

 次に、 日程第２ 、第１ 号議案 、府 中都市計 画生産緑 地地区 の変

更を議題 といたし ます。  

 それで は議案の 説明を よろし くお 願いいた します。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、ただ いま議 題と

なりまし た府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 につきま してご 説明

いたしま す。  

本件は、 生産緑地 の機能 を維持 する ことが困 難となっ た生産 緑

地地区の 一部を廃 止する もの、 及び 市街化区 域内にお いて適 正に

管理され ている農 地など につい て生 産緑地地 区の指定 を行う もの

でござい ます。  

なお、本 都市計画 は、府 中市が 決定 するもの でござい ます。  

それでは 第１号議 案、資 料の１ ペー ジをお開 きくださ い。第 １

の種類及 び面積で ござい ますが 、変 更後の生 産緑地地 区の面 積は

約１１２ ．３１ヘ クター ルでご ざい ます。  

第２の、 削除のみ を行う 位置及 び区 域でござ いますが 、削除 と

なります のが１０ 件、削 除する 面積 は、約１ 万３，７ ４０平 方メ

ートルで ございま す。そ の理由 とい たしまし て、公共 施設な どの

用地、ま たは買取 り申出 に伴う 行為 制限の解 除により 、生産 緑地

の機能を 維持する ことが 困難と なっ た生産緑 地地区の 一部を 廃止

するもの でござい ます。  

２ページ をお開き くださ い。第 ３の 、追加の みを行う 位置及 び

区域でご ざいます が、追 加とな りま すのが４ 件、追加 する面 積は

約２，８ ５０平方 メート ルでご ざい ます。  
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なお、追 加指定に 当たり まして は、 本年７月 １８日開 催の農 業

委員会で 、生産緑 地とし て適正 であ るとの了 承をいた だいて おり

ます。  

追加の理 由といた しまし て、農 業と の調整を 図り、良 好な都 市

環境の形 成に資す るため 、市街 化区 域内にお いて適正 に管理 され

ている農 地などを 指定す るもの でご ざいます 。  

３ページ をお開き くださ い。新 旧対 照表でご ざいます が、削 除

及び追加 する地区 の面積 と位置 につ きまして 、変更前 と変更 後を

一覧表に まとめた もので ござい ます 。  

下段の変 更概要で ござい ますが 、１ の位置の 変更につ きまし て

は、新旧 対照表の とおり でござ いま す。２の 区域の変 更につ きま

しては、 計画図に より後 ほどご 説明 いたしま す。３の 面積の 変更

につきま しては、 地区数 が４８ １地 区から４ ７９地区 となり 、２

地区の減 となりま す。ま た、府 中市 全体の生 産緑地地 区の面 積は

約１１３．４０ヘ クタール から約 １ １２．３１ ヘクタ ールとな り、

約１．０ ９ヘクタ ールの 減とな りま す。  

なお、本 件の都市 計画変 更案に つき ましては 、本年１ ０月６ 日

付で東京 都知事の 同意を 得てお りま す。また 、都市計 画法第 １７

条の規定 に基づき 、本年 １１月 ４日 から１１ 月１８日 までの ２週

間、公告 ・縦覧を 行いま したが 、意 見書の提 出はござ いませ んで

した。  

それでは 、変更の 詳細に つきま して は、担当 主査より ご説明 さ

せていた だきます 。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】  それでは 、府中都 市計画 生産

緑地地区 の個々の 変更に ついて 、パ ソコンを 使いまし てご説 明さ
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せていた だきます 。前方 のスク リー ンをご覧 ください 。スク リー

ンは、お 手元の資 料の４ ページ 以降 の計画図 と同じも のを表 示し

てござい ます。  

 なお、 緑の縦じ ま部分 が既に 指定 されてい る区域、 赤の塗 りつ

ぶし部分 が削除す る地域 、緑の 塗り つぶし部 分が追加 する区 域と

なりまし て、図は 上が北 となっ てお ります。  

 まず初 めに、番 号８０ 、地区 名、 白糸台、 位置は警 察学校 の西

側に位置 し、平成 １９年 １２月 １１ 日に農業 の主たる 従事者 の死

亡により 買取りの 申出が なされ たも ので、地 区の全部 、約９ ７０

平方メー トルを削 除する もので す。  

 続きま して、ス クリー ン中央 、番 号１１８ 、地区名 、押立 町、

位置は都 立府中東 高校の 北側に 位置 し、地区 の一部、 約３８ ０平

方メート ルを追加 するも のです 。  

 続きま して、番 号１２ １、地 区名 、押立町 、番号１ １８の 北側

に位置し 、平成１ ９年１ ２月１ １日 に農業の 主たる従 事者の 死亡

により買 取りの申 出がな された もの で、地区 の一部、 約８０ ０平

方メート ルを削除 するも のです 。  

 続きま して、番 号１７ ８、地 区名 、若松町 、位置は 浅間山 通り

と人見街 道の交差 点の南 西側に 位置 し、地区 の一部、 約３０ 平方

メートル を追加す るもの と、平 成２ ０年２月 ５日に農 業の主 たる

従事者の 死亡によ り買取 りの申 出が なされた もので、地区の一 部、

約３，１ ４０平方 メート ルを削 除す るもので す。追加 する箇 所は

面積が小 さく、画 面上で はわか りに くいです が、図面 中央の 若松

町三丁目 と表記の あると ころの 右側 になりま す。  

 続きま して 、スクリ ーン中 央左側 、番号 ２５２ 、地 区名 、是政 、
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位置は府 中第八小 学校の 南側に 位置 し ､地区の 一部 、約１ ，１ ９０

平方メー トルを追 加する もので す。  

 続きま して、ス クリー ン上部 、番 号５６３ 、地区名 、是政 、位

置は府中 第八小学 校の北 側に位 置し 、地区の 全部、約 １，２ ５０

平方メー トルを追 加する もので す。  

 続きま して、ス クリー ン下部 、番 号５２３ 、地区名 、小柳 町、

位置は多 摩川競艇 場の北 東側、 中央 自動車道 の南側に 位置し 、平

成１９年 １１月２ ９日に 農業の 主た る従事者 の死亡に より買 取り

の申出が なされた もので 、地区 の全 部、約１ ，５１０ 平方メ ール

を削除す るもので す。  

 続きま して、番 号２９ １、地 区名 、矢崎町 、位置は サント リー

武蔵野ビ ール工場 の西側 に位置 し、 道路用地 として地 区の一 部、

約１６０ 平方メー トルを 削除す るも のです。  

 続きま して、番 号２９ ２、地 区名 、矢崎町 、位置は 番号２ ９１

の西側に 位置し、 同じく 道路用 地と して位置 の一部、 約１８ ０平

方メート ルを削除 するも のです 。  

 続きま して、ス クリー ン上部 、番 号３５４ 、地区名 、西原 町、

位置は、 富士見通 りの突 き当た りの 国立市境 に位置し 、平成 ２０

年２月１ ８日に農 業の主 たる従 事者 の死亡に より買取 りの申 出が

なされた もので、 地区の 一部、 約４ ，３００ 平方メー トルを 削除

するもの です。  

 続きま して、ス クリー ン下部 、番 号５５３ 、地区名 、西府 町、

位置は府 中第十中 学校の 東側に 位置 し、平成 １９年１ ２月２ ８日

に農業の 主たる従 事者の 死亡に より 買取りの 申出がな された もの

で、地区 の全部、 約５３ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。  
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 続きま して、番 号３６ ９、地 区名 、分梅町 、位置は 府中都 市計

画道路３ ・３・８ 号の東 側、御 猟場 道の南側 に位置し 、平成 １９

年１２月 ２８日に 農業の 主たる 従事 者の死亡 により買 取りの 申出

がなされ 、約９２ ０平方 メート ルを 削除する ものと、 道路用 地と

して１２ ０平方メ ートル 、合わ せて 地区の一 部、約１ ，０４ ０平

方メート ルを削除 するも のです 。  

 続きま して、番 号３９ ６、地 区名 、四谷、 位置は四 谷通り の住

吉町四丁 目交差点 の南西 側に位 置し 、平成１ ９年１１ 月２９ 日に

農業の主 たる従事 者の死 亡によ り買 取りの申 出がなさ れたも ので、

地区の一 部、約１ ，１１ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。  

 以上で 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の都市 計画の変 更につ いて

説明を終 わります 。よろ しくご 審議 をお願い いたしま す。  

【議長】  ただい ま議案 の説明 を終 わりまし た。  

 これよ り審議に 入りた いと思 いま す。ご意 見等いた だき、 ご討

議をして いただい て、最 後に採 決と いう順序 で進めて まいり ます

ので、よ ろしくお 願いい たしま す。  

 まずご 質問等ご ざいま せんで しょ うか。は い、○○ 委員さ ん。  

【委員】  毎回、 同じよ うな形 で質 問させて いただく のです けれ

ども、今 回の変更 につい ては、 具体 的に何年 の何月何 日から 何月

何日まで の間に変 更にな ったも のが ここに報 告されて います かと

いうこと が一つ。  

 それか ら、この 図面が 、すべ て作 成日が８ 月１日と なって いま

すよね。 この意味 を教え てくだ さい 。凡例の ところに 作成年 月日

が８月１ 日となっ ている のです けれ ども、今 日、もう １２月 の年

末で、こ の日付が ８月１ 日とな って いるのが ちょっと 気にな るの
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ですけれ ども、そ の理由 を説明 して ください 。  

 もう１ 点、今回 のこの 生産緑 地、 まあ新規 に生産緑 地に追 加さ

れる分に ついては 、前回 はもっ と多 かったか なと思う ので、 今回

ちょっと 少なかっ たかな という 感じ でいいと 思うので すけれ ども、

やはり生 産緑地を できる だけ減 らさ ないよう にという ことで 考え

たときに 、やむを 得ない 部分は わか るのです けれども 、今回 の生

産緑地変 更、削除 になる ものの 中で 、府中市 が関わっ ている もの

があるの かどうか 。例え ば市が 買収 するとか 、市が今 後借り ると

か、そう いうこと で市が 関わっ たと ころ、あ るいは検 討はし たけ

れども、 やむなく 断念し たとか 、そ ういうこ とも含め まして 、府

中市が関 わってい る部分 がある かど うかとい うことで 、以上 お尋

ねいたし ます。  

【議長】  はい、 以上３ 点、よ ろし くお願い します。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  １点目 の、今回 のいつ から

いつのも のが対象 かとい うこと でご ざいます が、平成 １９年 １２

月から平 成２０年 ３月、 これが 削除 の分です 。追加が 平成１ ９年

５月から 平成２０ 年５月 でござ いま す。  

 それか ら、図が ８月の 理由で すが 、下図に 都市計画 図を使 わせ

てもらっ ています 。こち らの作 成の 関係が８ 月だとい うこと でご

ざいます 。  

 それか ら３点目 の、市 が関わ った 案件があ るかとい うこと でご

ざいます が、５ペ ージの 地区名 の１ ２１、押 立町二丁 目２５ 番４

でござい ますが、 こちら の件は 学童 クラブの 用地とし て、市 のほ

うで取得 するとい うこと になっ てお ります。  

 以上で ございま す。  
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【議長】  よろし いです か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  大体、 私も、 ほかの とこ ろも関わ っている ので状 況は

分かって いるので すけれ ども、 農業 委員会の 絡みとか 、いろ いろ

あるので、やむを 得ないと ころも あ りますけ れども、平成１９ 年、

去年の１ ２月から とか、去 年の５ 月 からとい うような 形のも のが、

ここで報 告になる という 、その タイ ミングの 問題、も うちょ っと

短縮でき ないのか なとい うのを 前々 から思っ ているの で、そ のあ

たりがも し改善、 こうい うこと で無 理なのか 、多少、 努力さ れて

こうなっ ているの かとい うこと があ れば、も う１回教 えてい ただ

ければな というよ うに思 うので す。  

 それか ら、一応 、学童 クラブ の関 係という ことで、 １カ所 そう

いう形で 市が取得 すると いうこ とに ついては 、それは 非常に よか

ったと思 うのです けれど も、基 本的 に生産緑 地、相続 等でや むな

く生産緑 地を手離 さざる を得な くな った場合 でも、で きれば 、前

から何回 か申しあ げてい るよう に、 府中市と して何と か、市 内全

小学校へ の学校農 園を設 置する のに 使うとか 、そうい うふう なと

ころで、 できるだ け民間 に手離 さな いで、民 間に行く ことで マン

ションだ とか駐車 場だと かに、 みん ななって しまうと いうこ とは

非常に寂 しいとい うこと 。いつ も同 じような ことを言 ってい るな

というふ うに思わ れるか もしれ ない のですけ れども、 是非そ うい

う点につ いては、 一市民 として 今後 の府中市 、農地を 守ると いう

こともで すし、災 害が発 生した とき の問題、 環境問題 、いろ いろ

な問題を 考えたと きに、 極力、 生産 緑地が減 らない、 減るに して

も、でき るだけそ の速度 が遅く なる ような形 の施策を 展開し てい

ただきた いという ことを 、そこ は強 く要望し ておきま すので 、最
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初のとこ ろで、も し何か 、そう いう のは無理 なのか、 今後、 何か

もう少し 時期を短 縮して 、タイ ムリ ーにそう いう形で 変更の 議案

として出 てこられ るよう になら ない のか、そ のあたり だけも う一

度お尋ね します。  

【議長】  どうで すか。 はい、 お願 いします 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  すみま せん、答 弁漏れ がご

ざいまし た。３点 目の質 問で、 市の 関与して いるもの という こと

で、８ペ ージの２ ９１と ２９２ が道 路の関係 で一部買 収して ござ

います。  

 それか ら、生産 緑地の 提案に タイ ムラグが あるので はない かと

いうお話 でござい ますが 、本審 議会 、平成１ ６年まで は年に １回

で、前々 から委員 のおっ しゃる よう なご指摘 を受けて いまし て、

平成１７ 年から年 ２回に ふやし てご ざいます 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  とりあ えず、 よろし くお 願いしま す。  

【議長】  余計な ことを 申しあ げる ようです けれども 、食糧 の自

給率が３ ９パーセ ント云 々なん て言 われて、 このまま では大 変だ

よと、何 とか５０ パーセ ントぐ らい に日本は しなきゃ いけな いな

んていう 、そうい う流れ もござ いま すので、 生産緑地 、極力 残し

ておきた いという のは当 然のこ とだ と思いま すけれど もね。 そこ

に対して 、どうで すか、 ○○委 員さ ん。どう ぞ。  

【委員】  いつも お世話 になり ます 。  

 生産緑 地の追加 指定が 、市で 行っ ていただ いており ますの で、

今回も追 加で２， ８５０ 平方メ ート ルの農地 が新しく 生産緑 地に
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指定して いただき ました 。今後 も農 地を残す には、や はり生 産緑

地でなけ ればなら ないと 思いま すの で、追加 指定を受 け付け てい

ただけま すよう、 今後も 是非と もお 願いをい たします 。  

 一つ、 それから 、生産 緑地の 決ま りの中で 、一度、 農地転 用を

したもの には、再 度生産 緑地の 追加 指定がで きないと いう項 目が

ございま して、そ れです けれど も、 今回もほ とんどの 削除さ れた

ところの 農地は相 続です ね。本 人が 死亡して 、あと農 地経営 がで

きないと いうわけ で、削 除のお 願い を出した わけでご ざいま す。

その中で 、税金を 払うた めに生 産緑 地を解除 したわけ ですの で、

そういう ふうなと ころで 、もし 税金 を払った お金で、 又その 農地

が余って しまった 農地を 、是非 とも 、又、追 加指定に 戻して いた

だければ なと思い ます。 これは 規定 でござい ますので 、いけ ない

のはわか っており ますが 、その 辺も いろいろ ご配慮を お願い でき

れば、農 家の皆さ んも励 みにな ると 思います ので、よ ろしく お願

いします 。  

【議長】  はい、 どうも ありが とう ございま した。  

 ほかに はござい ません でしょ うか 。はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  生産緑 地地区 の指定 に当 たっての 判断基準 という のを

ちょっと 教えてい ただけ ればと 思う のです。  

 二つお 聞きした いので すけれ ども 、１点目 は、生産 緑地の 指定

要件の一 つとして 法律で 、公共 施設 等の敷地 の用に供 する土 地と

適してい るもので あると いうこ とに なってい ますけれ ども、 具体

的に、そ の申請が あった 段階で 、公 園だとか 緑地だと か、政 令で

定める公 共の用地 に適し ている かど うかとい うことを 具体的 に判

断するの かどうか という ことを お聞 きしたい と思いま す。も ちろ
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ん、その 予定地に 指定す るかど うか というの は別です けれど も、

考え方と して、公 園にす るのか 緑地 にするの か、何か にする のか

というこ とを考え ている かどう かと いうのが １点。  

 それか らもう１ 点は、 将来、 その 生産緑地 の所有者 から買 取り

の申出が あった場 合に、 市とし ては 、その買 取りの優 先順位 とい

うのです か、必要 度とい うのか 、そ ういうこ とを指定 のとき に考

えている のかどう か。  

 その合 わせて２ 点、ち ょっと お聞 きしたい のですけ れども 。  

【議長】  はい、 では２ 点、よ ろし くお願い します。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  生産緑 地の指定 のとき に、

公共施設 等の考え 方とい います か、 そういう 、指定に 出され た生

産緑地が 具体的な 公共施 設、こ うい ったもの にするか 、緑地 にす

るか、公 園にする かとい うよう なも のを持っ ているか という ご質

問でござ いますが 、府中 都市計 画の 中で、緑 ですとか 農業、 そう

いったも のを総合 的な見 地から は見 ておりま すが、具 体的に ここ

を何々公 園にする という ような こと では把握 しており ません 。  

 ２点目 の、買取 りの際 の姿勢 とい いますか 、市のほ うの考 え方

としまし て、基本 的に制 度上は 市町 村が買い 取る方向 で考え ると

いうこと になって おりま すが、 具体 の事業計 画や、具 体の財 政フ

レームに 合致して いれば 買い取 る方 向で動い ておりま す。  

 以上で す。  

【議長】  ○○委 員さん 、どう ぞ。  

【委員】  ちょっ と関連 で、質 問と いうより 意見にな るかも しれ

ませんけ れども、 先ほど ○○委 員が おっしゃ ったよう に、今 、１

点目と２ 点目の話 がわか ると、 新た な施策と いうので しょう か、



 16 

そんなも のが考え られる のかな とい うのが質 問の意図 です。 分か

りました 、ありが とうご ざいま した 。  

【青木計 画課長】  ちょ っと補 足を させてい ただきま すと、 生産

緑地の指 定の基準 でござ います けれ ども、平 成１５年 に本審 議会

にもお諮 りして、 指定基 準を作 って ございま す。主な もので ござ

いますけ れども、 ３点ご ざいま す。 現状の生 産緑地地 区との 一体

化または 成形化を 図るこ とがで きる こととい うのが１ 点ござ いま

す。又、 ２点目と して、 新鮮で 安全 な農産物 を供給す ること がで

きる。そ して３点 目とし て、市 道等 の道路に 接してお り、将 来公

共施設等 の敷地の 用に供 する土 地に 適してい るといっ たよう な大

まかな３ 点を指定 基準に してご ざい ます。  

 それと 、先ほど ○○委 員さん から もご質問 のあった 件とも 関連

しますけ れども、 将来的 に買取 りの 申出があ るという 、その 予測

ができな いかとい うこと でござ いま すけれど も、これ は○○ 委員

さんから も、以前 、将来 的な生 産緑 地の買取 りの予測 といい ます

か、そう いった計 画がで きない かと いうご質 問がござ いまし た。

それ以降 ですが、 全庁的 に関係 部署 に問い合 わせをし て、急 に生

産緑地の 買取りの 申出が あった とし ても、す ぐに買え ないと いう

のが現状 でござい ますの で、前 もっ て計画が できない かとい うこ

とで、全 庁的には 、生産 緑地の 買取 りの申出 があった 場合、 公共

の用とし て、例え ば学校 農園で すと か、そう いったも のが手 当て

できない かという ことで 、事前 には 各課に計 画なり、 ある程 度の

方向性は 示してい ただい ており ます 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。ほ かに は、どな たかござ いませ んで
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しょうか 。  

 ないよ うなので 、第１号 議案に つ いて採決 したいと 思いま すが、

いかがで しょうか 。よろ しいで しょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、第 １号議 案、 府中都市 計画生産 緑地地 区の

変更につ いては原 案のと おり決 する ことで異 議ないで すね。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 それで は、次に 移りま す。次 に、 日程第３ 、第２号 議案、 府中

都市計画 都市再開 発の方 針の変 更に 伴う市の 意見を議 題とい たし

ます。議 案の説明 をよろ しくお 願い します。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、ただ いま議 案と

なりまし た府中都 市計画 都市再 開発 の方針の 変更に伴 う市の 意見

につきま して、ご 説明さ せてい ただ きます。  

 本案に ついては 、東京 都知事 が決 定する、 府中都市 計画都 市再

開発の方 針の変更 に当た り、東 京都 から府中 市に意見 照会が あっ

たもので 、市の意 見につ いてご 審議 いただく ものでご ざいま す。  

 本都市 計画の原 案資料 につき まし ては、本 年２月４ 日開催 の当

審議会に おきまし てご審 議の上 、ご 承認いた だきまし た後、 東京

都及び市 の窓口に て、本 年１１ 月２ ８日から １２月１ ２日の ２週

間、公告 ・縦覧を 行った もので ござ います。 市の窓口 での縦 覧者

は３名で す。  

 本案に ついては 、先に ご承認 をい ただきま した都市 計画原 案資

料と変更 がござい ません ので、 本市 の意見は 都市計画 案のと おり

で異議な しとして 東京都 に回答 いた したく、 お諮りす るもの でご
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ざいます 。  

 それで は、都市 再開発の 方針に つ いて説明 させてい ただき ます。

前方のス クリーン をご覧 くださ い。  

 最初に 、都市再 開発の 方針に つい てですが 、都市再 開発の 方針

は、東京 都が決定 する都 市計画 です 。市街地 における 再開発 の各

種施策を 、長期的 かつ総 合的に 体系 づけたマ スタープ ランで す。  

 本方針 における 「再開 発」と は、 土地区画 整理事業 などの 市街

地開発事 業だけで なく、地 区計画 な どの手法 によるま ちづく りや、

都市施設 の整備と 一体と なった 土地 利用を含 んだもの を指し てお

ります。又 、個別の 都市計 画の上 位に 位置づけ られてご ざいま す。  

 都市計 画に関す る個別 の都市 計画 と、上位 計画との 体系の イメ

ージ図で ございま す。右上の「都市 再開発の 方針」は、左上 の「都

市計画の 区域の整 備、開 発及び 保全 の方針」 とともに 、個別 の都

市計画の 上位計画 になり ます。又、「 都市計画 の区域の 整備、開 発

及び保全 の方針」は、東京 都が一 市町 村を超え る広域的 見地か ら、

都市計画 の目標や 、主要 な都市 計画 の決定の 方針を定 めるも ので

ございま す。これ ととも に、「都 市 再開発の 方針」は 、土地 利用、

都市計画 道路、市 街地開 発事業 など の個別の 都市計画 の上位 に位

置づけら れており ます。  

 次に、 都市再開 発の方 針で定 める ものとい たしまし て、１ 号市

街地があ ります。 １号市 街地と は、 都市計画 地域のう ち計画 的な

再開発が 必要な市 街地を いいま す。  

 続きま して、２ 項地区 とは、 １号 市街地の うち、特 に一体 的か

つ総合的 に市街地 の再開 発を促 進す べき地区 でござい ます。 現在

本市にお いては５ 地区を 指定し てお ります。 今回の変 更にお いて
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７地区を 追加いた します 。  

 （３） の誘導地 区とは 、２項 地区 には至ら ないもの の、再 開発

を行うこ とが望ま しい地 区をい いま す。本市 において は、区 画整

理事業区 域や、基 地跡地 などを 含め た１１地 区を指定 してお りま

す。今回 の変更に おいて 、地区 範囲 の変更を いたしま す。  

 なお、 本方針に おける 現在ま での 経緯でご ざいます が、平 成８

年５月に 当初決定 し、平 成１３ 年５ 月、平成 １６年４ 月の２ 回の

一斉見直 しを行い 、現在 の方針 に至 っており まして、 府中市 にお

きまして は、今回 で３回 目とな る一 斉見直し になりま す。  

 それで は、変更 内容の 詳細に つき まして、 担当主査 よりご 説明

させてい ただきま す。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】  それでは 、詳細を 説明さ せて

いただき ます。  

 初めに 、お手元 の資料 の内容 につ きまして 確認させ ていた だき

ます。資 料１ペー ジから ９ペー ジは 、今回の 見直し後 の本方 針の

文面にな ります。 １０ペ ージか ら２ ３ページ が新旧対 照表と なっ

ておりま して、本 計画の 変更点 につ いては、 下線にて 示して あり

ます。続 きまして 、２４ ページ 以降 が、総括 図と２項 地区の 図面

となりま す。  

 それで は、個々 の詳細 につき まし てご説明 させてい ただき たい

と思いま すが、変 更内容 につき まし て、パソ コンを使 いまし てご

説明させ ていただ きます 。前方 のス クリーン をご覧く ださい 。  

 最初に １号市街 地でご ざいま すが 、地域数 は５カ所 と変更 はご

ざいませ ん。  
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 １番目 、地区名 は東部 地区、 地域 面積は約 ６５９ヘ クター ルで

変更ござ いません 。  

 ２番目 は、地区 名、中 央地区 、地 域面積、 約６１７ ヘクタ ール

で変更ご ざいませ ん。  

 ３番目 が、地区 名、南 部地区 、地 域面積、 約６１１ ヘクタ ール

で変更ご ざいませ ん。  

 ４番目 は、地区 名、西 部地区 、地 域面積、 約４５３ ヘクタ ール

で変更ご ざいませ ん。  

 ５番目 は、地区 名、西 南部地 区、 地域面積 、約３８ ６ヘク ター

ルで変更 ございま せん。  

 次に、 ２項地区 ですが 、変更 前の ５地区か ら、７地 区追加 しま

して１２ 地区とな ります 。  

 地区の 詳細につ きまし てご説 明い たします 。  

 １番目 は、地区 名、府 中駅南 口地 区、面積 、約３． ８ヘク ター

ルで変更 ございま せん。  

 ２番目 は、地区 名、小 柳町６ 丁目 地区、面 積、約１ ．３ヘ クタ

ールで変 更ござい ません 。  

 ３番目 は、地区 名、日 鋼町地 区、 面積、約 １８．４ ヘクタ ール

で変更ご ざいませ ん。  

 ４番目 は、地区 名、北 山町地 区、 面積、約 ３５ヘク タール で変

更ござい ません。  

 ５番目 は、地区 名、西 府町地 区、 面積、約 １２．８ ヘクタ ール

で変更ご ざいませ ん。  

 ６番目 は、地区 名、多 磨町１ 丁目 地区、面 積、約１ ．７ヘ クタ

ールで、 新規指定 となり ます。 この 地区は、 平成１５ 年１１ 月に
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地区計画 を指定し たもの です。  

 ７番目 は、地区 名、府 中アゼ リア 台住宅地 区、面積 、約１ ．５

ヘクター ルで、新 規指定 となり ます 。この地 区につき まして も、

平成１７ 年９月に 地区計 画を指 定し たもので す。  

 ８番目 は、地区 名、住 吉町５ 丁目 地区、面 積、約６ ．５ヘ クタ

ー ル で 、 新 規 指 定 と な り ま す 。 こ の 地 区 に つ き ま し て も 、 平 成   

１８年９ 月に地区 計画を 指定し たも のです。  

 ９番目 は、地区 名、調 布基地 跡地 北部地区 、面積、 約４ヘ クタ

ールで、 新規指定 となり ます。 この 地区は、 基地跡地 の利用 計画

が策定さ れ、面的 な土地 利用転 換が 行われる ため、２ 項地区 とし

て指定す るもので す。  

 １０番 目は、地 区名、 調布基 地跡 地南部地 区、面積 、約２ ．３

ヘクター ルで、新 規指定 となり ます 。この地 区も、基 地跡地 の利

用計画が 策定され 、面的 な土地 利用 転換が行 われるた め、北 部と

同様に２ 項地区と して指 定する もの です。  

 １１番 目は、地 区名、 府中基 地跡 地地区、 面積、約 １６ヘ クタ

ールで、 新規指定 となり ます。 この 地区につ いても、 先ほど の２

地区同様 に、２項 地区と して指 定す るもので す。  

 １２番 目は、地 区名、 若松町 ２丁 目地区、 面積、約 ３．４ ヘク

タールで 、新規指 定とな ります 。こ の地区は 、平成２ ０年３ 月に

地区計画 を指定し たもの です。  

 次に、 誘導地区 でござ います が、 １１地区 といたし まして 、変

更はござ いません 。各地 区の詳 細を ご説明い たします 。順番 に、

調布基地 跡地地区 、府中 基地跡 地地 区、多磨 駅周辺地 区、東 府中

駅等周辺 地区、府 中駅周 辺地区 、分 倍河原駅 周辺地区 、府中 本町
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駅周辺地 区、是政 ・小柳 町地区 、是 政駅周辺 地区、西 府町地 区、

四谷・日 新町地区 の、全 部で１ １カ 所になり ます。  

 基地跡 地地区な どの一 部を、 誘導 地区から ２項地区 に格上 げす

る地区が ございま して、 地区範 囲の 変更とな ります。  

 最後に 、今後の 予定に ついて です が、来年 ２月６日 に都の 都市

計画審議 会におい て審議 され、 ３月 ごろに告 示の予定 です。  

 以上で 説明を終 わりま す。  

【議長】  ただい ま議案 の説明 が終 わりまし た。これ より審 議に

入りたい と思いま す。ご 質問、 ご審 議等をい ただいて 、最後 には

採決とい う順序で 進めた いと思 いま すので、 よろしく お願い いた

します。  

 それで は、ご質 問等ご ざいま せん でしょう か。はい 、○○ 委員

さん、ど うぞ。  

【委員】  ２項地 区の、 新規に ２項 地区にな ったとこ ろで、 基本

的にアゼ リアだと か、住 民の皆 さん の意向に 基づいて そうい う話

が出てき たところ につい ては、 非常 にいいこ とだとい うか、 いい

傾向だし 、そうい う形で 住んで いる 皆さんが 自らのと ころを 指定

してまち づくりを 進めて いきま しょ うという 考え方だ と思う ので、

非常にい いことだ という ふうに 思っ ています 。  

 お尋ね したいの は、９ 番、１ ０番 、１１番 の基地の 跡地、 調布

基地跡地 と府中基 地跡地 の関係 につ いては、 基本的に はここ には

これまで 人が住ん でいな いんで すよ ね。住ん でいない ところ を、

こういう ２項指定 して、 これか ら進 めていく というや り方に つい

ては、よ くわから ないの ですけ れど も、ある 程度、市 が主導 的な

形でやっ ていくの か、そ の地主 、国 とかの考 え方に基 づいて 進め
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ていくこ となのか 、ある いは、 その 周辺住民 とかの声 も聞く よう

な形のと ころがあ るのか どうか 、そ ういうや り方につ いて、 どう

いう考え のもとで 進める のかと いう ことをお 尋ねした いと思 いま

す。  

 特に、 やっぱり 気にな ってい るの は、１１ 番の国立 医薬品 食品

衛生研究 所がやっ てくる のでは ない かと、こ こに入っ ている んで

すよね。 違います か。違 ったら あれ なのです けれども 、その 関係

で議会に もいろい ろと陳 情等も 来て いるとこ ろで、今 後、東 京都

が都市計 画決定し て、い ろいろ 進め てくるこ とで、あ る程度 そち

らの主体 で動くの かもし れない ので すけれど も、府中 市として も、

結構住民 の中で、 府中と して不 必要 な施設で はないか とか、 いろ

いろな意 見もある 中なの で、こ こに ついては どんな対 応で府 中市

としてい けるのか 。  

 極端な ことを言 うと、 多分、 国立 医薬品食 品衛生研 究所が 出さ

れている 計画をそ のまま 受け入 れる とすれば 、都市計 画の変 更を

しなけれ ばやれな いので はない かと いうふう に思うの だけれ ども、

それ、あ る意味で は、今 のまま では そんな変 更を府中 市とし てや

る必要な いのでは ないか という よう な声もあ るのです けれど も、

そういう ことはど うなの かとい うふ うなこと でお尋ね したい と思

います。  

 少し漠 然とした 質問な のです けれ ども、答 えられる 範囲で お答

えいただ ければと 思いま す。  

【議長】  はい。 なかな かちょ っと 府中だけ では手に 負えな いよ

うなとこ ろもある かもわ かりま せん が、お願 いします 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  ２項地 区の９、 １０、 １１
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番の市の 進め方の 考え方 でござ いま すが、本 方針につ いて、 当該

地に法的 な制限は かかり ません 。た だ、方針 が決まっ てまい りま

すので、 都市計画 的に、 地区計 画な どを導入 して規制 を今後 入れ

ていく。 その規制 を今後 入れる に当 たっては 、都市計 画の手 続の

中で、住民 の皆さ んのご意 見を伺 っ ていくと いうこと になり ます。 

 国立医 薬品食品 衛生研 究所の 件に つきまし ては、基 地跡地 利用

計画との 絡みもご ざいま すので 、所 管課のほ うからお 答えい たし

ます。  

【議長】  説明よ ろしく お願い しま す。  

【澁谷政 策課長補 佐】  政策課 でご ざいます 。  

 国立医 薬品食品 衛生研 究所に つき ましては 、今、協 議をし てい

る最中で 、議会に もご相 談しな がら 進めてい るという ところ でご

ざいます 。国立医 薬品食 品衛生 研究 所につき ましては 、安全 な施

設である と確認で きるま では建 たせ ない、安 全な施設 だと確 認で

きたとき に施設が できる という 形に なります ので、そ れまで は一

応、協議 を進めて いくと いう形 でご ざいます 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  最初の 説明の 中で、 住民 の声を聞 いてとい う形で ご答

弁があっ て、通常 のアゼ リアだ とか 、ほかの ところの 地区計 画の

関係につ いては、 基本的 にはそ こに 住んでい る方がや るので すよ

ね。その 場合は、 例えば そのア ゼリ アの周り の人の声 まで聞 くこ

とは、基 本的にな いのだ ろうと いう ふうに思 っている のです けれ

ども、違 うのです か。ち ょっと そこ を確認し たいので す。要 する

に、そこ に住んで いる、 そのエ リア の中の人 たちの声 と、そ の周
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りにいる 人たちの 声を、 どのよ うに 反映する かという のをち ょっ

と聞きた いので、 そうい うアゼ リア みたいな ところで 、住ん でい

る人、今 までの地 区計画 の進め 方は 、そこに 住んでい る人た ちが

ある程度 了承すれ ば、そ れで、 まあ 極端に周 りから反 対が出 れば

別ですけ れども、 一々周 りの皆 さん の声は聞 かないの ではな いか

というふ うに思っ ている ので、 その 考え方と 、今回出 てきた その

府中の９ 、１０、 １１み たいに 、そ こに住ん でいる人 がいな くて

住民の声 をとなっ た場合 は、そ れは 周りの人 たちの声 を聞く とい

う理解な のですか 。だか ら、そ の辺 の違いと いうか、 その辺 があ

るのかど うかとい うのを 一つ聞 きた いという こと、お 願いしま す。 

 それか ら、２月 ６日に 東京都 の都 市計画審 議会で決 定をさ れる

のは、何 が決定を されて 、その 決定 によって 何が変わ るかと いう

ことを、 もう一度 、教え てくだ さい 。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 お願い します 。  

【青木計 画課長】  1 点 目の住 民の 声を聞い てという ことで ござ

いますけ れども、２項地区 につい て もう一度 ご説明い たしま すと、

２項地区 というの は、府 中市全 体が 五つの１ 号市街地 に指定 され

ています 。そのう ちから 、特に 総合 的に市街 地の再開 発を促 進す

べき相当 の規模の 地区と いうこ とに なります 。現状と しては 、地

区計画を かけたの で、こ こを２ 項地 区に指定 していま すが、 本来

の考えか らすると 順番が 逆にな って います。  

 本来は、始めに 定めるこ とが原 則 であると 思います が、今現 在、

地区計画 を決定し ている 地区に つい て、５年 に一度程 度の見 直し

の段階で 、それを ２項地 区に位 置づ けたとい うことで ご理解 いた



 26 

だきたい と思いま す。  

 それと 、来年の ２月の 東京都 の都 市計画審 議会の関 係でご ざい

ますけれ ども、今 、お示 しして おり ます、第 ２号議案 の内容 が東

京都で決 定される 事項で ござい ます 。  

 それで、どこが どう変わ るかと い うことで ございま すけれ ども、

これによ って、例 えば規 制です とか 、そうい ったもの がかか るよ

うなこと はござい ません 。当該 地を 、この都 市再開発 の方針 とい

うことで 位置づけ たとい うこと でご 理解いた だきたい と思い ます。 

 以上で ございま す。  

【議長】  はい、 ○○委 員さん 。  

【委員】 わか りまし た。で は、今回 の２月６ 日の件に ついて は、

まあ大体 、状況は わかる のです けれ ども、そ うすると 、この 基地

跡地であ りますと か、調 布基地 跡地 のほうも 含めて、 最終的 にあ

る程度用 途を何ら かの形 で変更 せざ るを得な いような 方向に 今後

行くので はないか という ことが 予想 されるの ですけれ ども、 そう

いったと ころは、 国立医 薬品食 品衛 生研究所 の関係は 、今、 検討

中なので 、それが でき次 第みた いな ご答弁が あったの ですけ れど

も、今の 段階で見 たとき に、例 えば いつぐら いに、そ ういう 用途

地域の変 更という ような ことが 出て くる見通 しなのか という のが、

現時点で はどうか という ことが ある 程度分か っていれ ば教え てい

ただけれ ばと思う し、全く 今後分 か りません というこ とであ れば、

まあそれ でも結構 なので すけれ ども 、まだ当 分先だな という ふう

な理解を させてい ただけ ると思 うの ですけれ ども、そ のあた り、

心配して いる住民 の方も 多いの で、 そこをお 尋ねして おきた いと

思います 。そこだ けです 。  
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 以上で す。  

【議長】  はい、 お願い します 。  

【青木計 画課長】  基地 跡地の 関係 でござい ますけれ ども、 まず

この地域 は、今回 の方針 の中で ２項 地区に指 定してご ざいま す。

これはも う既に議 会にも お示し して ございま すように 、基地 跡地

の利用計 画ができ ました ので、 今回 、位置づ けしてい ます。  

 今後の 予定です が、基 地跡地 の病 院用地は 公共公益 施設に 位置

づけをし ています けれど も、ある 程 度、話が進 んでお りますの で、

地区計画 をかける 予定で ござい ます 。原案に ついては 、早け れば

来年の２ 月ごろ、 本審議 会に原 案と いう形で お諮りし たいと 思っ

ておりま す。まだ 確定で はござ いま せんが、 そういう 予定で ござ

います。  

 次に９ 番の都市 整備用 地につ いて は、国家 公務員宿 舎と、 業務

商業系施 設に位置 づけさ れてお りま す。夏ぐ らいまで には、 そう

いった方 向で順次 進めて いきた いと 思ってい ます。９ 番につ いて

は用途変 更も必要 となっ てくる と思 っていま す。  

 それと １１番の 府中基 地跡地 につ きまして は、国立 医薬品 食品

衛生研究 所の問題 もあり ますが 、用 途地域の 変更も必 要にな って

きます。 やはり周 辺の方 の住民 のご 理解も必 要だと思 ってい ます

ので、先 ほど政策 課でお 答えし まし たような 形で進め ていき たい

と思って います。 時期に ついて は、 まだ未定 でござい ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  わかり ました 。  

【議長】  もう少 し国立 医薬品 食品 衛生研究 所という 施設が どう
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いうもの なのか、 説明し ていた だけ ますか。  

【澁谷政 策課長補 佐】  大変申 しわ けありま せん。国 立医薬 品食

品衛生研 究所は食 品や医 薬品の 研究 をしてい るところ で、い ろい

ろな微生 物関係を 研究し ている とこ ろでござ います。  

 以上で ございま す。  

【議長】  わかり ました 。  

 ほかに はござい ません か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  １点お 伺いを したい ので すが、２ ２ページ の誘導 地区

６番とい うことで 分倍河 原駅の 周辺 地区とい うことで 、これ はこ

れまでの 決定の中 には「駅 改良を図 り」という、「 土地の高 度利用

を促進し 」という 文言が 、変更 案で は全く削 除されて いるの です

が、こう なった経 緯とい うか、 市と しての考 えをお聞 きして おき

たいと思 います。  

 なぜな ら、多く の市民 の方か ら、 分倍河原 駅の利用 に関し ては

大変、非 常に駅が 複雑な 形にな って いること と、人道 橋や周 辺の

改札部分 も大変混 雑があ って、 多く 我々、私 なども要 望を受 けて

いるとこ ろなので すけれ ども、 こう いった考 えになっ た経緯 につ

いて、又 、市の考 えにつ いてお 伺い をしてお きたいと 思いま す。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 それに つきま して お願いし ます。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  分倍河 原駅の関 係でご ざい

ますが、 駅舎の改 良につ いては 、さ まざまな 要望をい ただい てい

るところ ですが、ＪＲに毎 年、市 から 要望をさ せていた だいた り、

また、Ｊ Ｒにはバ リアフ リーの ご努 力をいた だいてお ります 。駅

舎の改修 までは進 んでい ないの です が、ある 程度のバ リアフ リー
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化の整備 は進んで いるこ とと、 東京 都との調 整の中で 今回の 文言

修正が行 われてご ざいま す。  

 以上で ございま す。  

【委員】  はい。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

【委員】  では、 私は要 望とい うこ とで、も ちろんこ の変更 案の

中では文 言が削除 される という こと ですけれ ども、や っぱり 市民

の方から こういっ た要望 が大変 多い と思いま すので、 この原 案の

中にはな かったと しても 、やは り市 として、 又、都市 計画の 一部

として、 しっかり 都なり 、ある いは 各関係機 関への要 望をし てお

いていた だきたい と、こ のよう に思 います。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 わかり ました 。  

 ほかに はござい ません か。は い、 ○○委員 さん、ど うぞ。  

【委員】  一つ伺 いたい のです けれ ども、府 中市には １３駅 ある

のですけ れども、 新しい 駅がで きて １４駅に なります 。この 変更

の中で「 駅前広場 」とい う定義 が「 交通広場 」という ことに なっ

ています が、この 「駅前 広場」 と「 交通広場 」の定義 と、あ と、

どういう ことで変 更がさ れるの か。 又、「交通 広場」 というの は、

駅前自体 がここで も「交 通広場 」と 言えるも のなのか 、その あた

りちょっ とお聞き したい と思い ます 。  

【議長】  はい、 その点 につき まし てお願い します。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】 「駅前 広場 」と「 交通広 場」

は方針の 中での意 味合い は同じ なの ですが、 東京都の 文言修 正の

中で「交 通広場」 という ことに なっ ておりま す。  
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 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  同じこ となの ですね 。  

【議長】  同じよ うなも のだと いう ことでし ょう。  

 はい、 ほかには ござい ません か。  

 なけれ ば、第２ 号議案 につき まし て採決に 入りたい と思い ます

が、府中 都市計画 都市再 開発の 方針 の変更に 伴う市の 意見に つい

ては、都 市計画案 のとお りで異 議な いという ことでよ ろしい でし

ょうか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 それでは 異議なし という こと

で、都市 計画案の とおり 異議な しと いうこと で決する ことに いた

します。  

 次に移 ります。 日程第 ４、第 ３号 議案、府 中都市計 画住宅 市街

地の開発 整備の方 針の変 更に伴 う市 の意見を 議題とい たしま す。  

 それで は、議案 の説明 をよろ しく お願いし ます。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、ただ いま議 題と

なりまし た府中都 市計画 住宅市 街地 の開発整 備の方針 の変更 に伴

う市の意 見につき まして ご説明 いた します。  

 本案に ついては 、東京 都知事 が決 定する、 府中都市 計画住 宅市

街地の開 発整備の 方針の 変更に 当た り、東京 都から府 中市に 意見

照会があ ったもの で、市の 意見に つ いてご審 議いただ くもの です。 

 本都市 計画の原 案資料 につき まし ては、本 年３月２ ４日開 催の

当審議会 におきま してご 審議の 上、 ご承認い ただきま した後 、東

京都及び 市の窓口 にて、 本年１ １月 ２８日か ら１２月 １２日 の２
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週間、公 告・縦覧 を行っ たもの でご ざいます 。市の窓 口での 縦覧

者は２名 でござい ました 。  

 今回の 都市計画 案につ きまし ては 、前回３ 月の審議 会でお 示し

た原案資 料から、 一部、 文言修 正を 行ってお ります。  

 本案に ついては 、本市 の意見 は都 市計画案 のとおり 異議な しと

して東京 都に回答 いたし たく、 お諮 りするも のでござ います 。  

 詳細及 び変更内 容につ いては 、担 当課から ご説明を させて いた

だきます 。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【石川住 宅勤労課 長】  それで は、 第３号議 案につき まして 、住

宅勤労課 からご説 明申し あげま す。  

 本住宅 市街地の 開発整 備の方 針は 、都市計 画法第７ 条の２ 及び

大都市地 域におけ る住宅 及び住 宅地 の供給の 促進に関 する特 別措

置法、い わゆる大 都市法 第４条 第１ 項に基づ き、良好 な住宅 市街

地の開発 整備を図 るため の長期 的か つ総合的 なマスタ ープラ ンと

して、東 京都が定 める都 市計画 でご ざいます 。  

 今回の 変更につ きまし ては、 本方 針が、い わゆる大 都市法 第４

条第２項 の規定に より、 住生活 基本 法に基づ いて策定 される 住生

活基本計 画、いわ ゆる住 宅マス ター プランに 適合する 必要が ある

とされて おります が、平 成１９ 年３ 月に東京 都住宅マ スター プラ

ンが改定 されたこ とに伴 いまし て、 その記載 内容との 整合を 図る

ため、変 更を行う もので ござい ます 。  

 それで は、お手 元の資 料に基 づき ましてご 説明申し あげま す。

資料の１ ページか ら５ペ ージま では 、方針本 文の変更 案とな って

おります 。策定の 目的や 、住宅 市街 地の開発 整備の目 標、良 好な
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住宅市街 地の整備 または 開発の 方針 、重点地 区の整備 または 開発

の方針に ついて、 それぞ れ記載 がご ざいます 。  

 現行の 方針から の変更 点につ きま しては、 資料の９ ページ から

１８ペー ジまでの 下線部 分で示 して ございま す。その 新旧対 照表

により、 主な変更 点をご 説明申 し上 げます。 なお、右 側が現 行の

方針、左 側が変更 案とな ってお りま す。  

 恐れ入 ります、 ９ペー ジ上段 をご 覧くださ い。１の 「作成 の目

的等」の「（ ２）位置づ け」につ いて でござい ますが、本方針が 整

合を図る 必要があ ります 東京都 住宅 マスター プランの 根拠法 が、

いわゆる 大都市法 から住 生活基 本法 に変わっ たことに よる変 更で

ございま す。  

 続きま して、「 ２、住宅 市街地 の 開発整備 の目標」 の「（１ ）実

現すべき 住宅市街 地のあ り方」 につ いてです が、これ は東京 都住

宅マスタ ープラン の「基 本的方 針」 の前文を 引用した ものと なっ

ており、 住宅市街 地の整 備の方 向は 、９ペー ジ末尾に ありま すよ

うに、「住 宅市街 地の持続 可能性 を 重視する 」として おりま す。  

 １０ペ ージと１ １ペー ジをご 覧く ださい。 現行の方 針では 、都

の計画で ある「東 京構想 ２００ ０」 の中で、 地域の特 性を踏 まえ

て設定し た９つの エリア のうち 、府 中市域は 多摩東部 エリア と多

摩中央部 南エリア に属し ており 、そ れぞれ実 現すべき 住宅市 街地

の目標が 示されて いまし たが 、変更 案では、「東京 の新し い都市 づ

くりビジ ョン」に おいて 、地域 の特 性や果た す役割な どを踏 まえ

て設定し た５つの ゾーン のうち 、府 中市域は 全域、「核都 市広域 連

携ゾーン 」に属す るとい うこと にな り、その ゾーンに おいて 実現

すべき住 宅市街地 の整備 の方向 や住 生活の目 標が示さ れてお りま
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す。これ は東京都 住宅マ スター プラ ンの中で 地域別の 整備の 方向

として掲 げられて いるも ので、 これ と整合を 図ったも のでご ざい

ます。  

 １１ペ ージ中段 から１ ２、１ ３ペ ージにつ きまして は、「（ ２）

住宅の建 設及び更 新、良 好な居 住環 境の確保 等に係る 目標」 にお

いて、現 行の方針 では４ つの目 標が 示されて いました が、変 更案

では①良 質な住宅 ストッ クと良 好な 住環境の 形成、１ ２ペー ジ中

段の②住 宅市場の 環境整 備、１ ３ペ ージの③ 都民の居 住の安 定確

保という 観点から 、１０ の目標 が示 されてお ります。 これも 東京

都住宅マ スタープ ランと 整合を 図っ たもので ございま す。  

 １４、１５ ページ をお開 きくださ い。「３、良好 な住宅市 街地の

整備また は開発の 方針」の「（ １）住 宅市街地 の特性を 踏まえ た類

型区分」 について ですが 、現行 の方 針では、 府中市域 には木 造密

集市街地 整備、住 環境維 持向上 、緑 とゆとり の住宅地 形成と いう

３つのゾ ーンがご ざいま したが 、変 更案では 、土地利 用の特 性や

整備の方 向の類似 性に着 目した 4 つ の類型に 区分した ものへ 変更

しており 、府中市 域には 、①既 成住 宅市街地 の計画的 再生、 再編

を図る区 域と、② 住環境 の維持 向上 を図る区 域があり 、区域 の状

況に応じ た対応を 図るこ とが示 され ておりま す。これ も東京 都住

宅マスタ ープラン と整合 を図っ たも のでござ います。  

 １６ペ ージに移 ります。（ ２）住宅 市街地の 整備また は開発 の方

針でござ いますが 、これ も都の 住宅 マスター プランと 整合性 を図

ったもの で、これ までは 多摩東 部エ リアと多 摩中央部 南エリ アと

されてい たものを 、核都 市広域 連携 ゾーンと し、駅周 辺への 集合

住宅や生 活支援機 能の集 積等を 計画 的に推進 していく 区域と 、ま
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とまった 緑が共存 する閑 静な住 宅地 の形成を 図るため 、地区 計画

等の活用 を誘導す るなど 、ゆと りあ る住環境 を維持、 保全し てい

く区域が 定められ ており ます。  

 １７ペ ージをお 開きく ださい。「高 度経済成 長期に計 画的に 開発

された住 宅市街地 では、 地域全 体を 視野に入 れ、広域 的な観 点か

ら、都市 計画の運 用、基 幹的な 都市 基盤の整 備等に取 り組む とと

もに」の 後に、前 回の変 更原案 では 「東京都 住宅供給 公社や 都市

機構と連 携し、地 元市が 中心と なっ て」とい う文言が ありま した

のを、「都市 再生機構 と連携 し、市が 中心とな って」と修 正され て

おります 。これは 、本市 におき まし ては、公 社の賃貸 住宅が 存在

しないた め、公社 住宅の 再編に 伴う まちづく りの可能 性は低 いと

考えられ るためで ござい ます。  

 方針本 文の主な 変更箇 所につ きま しては、 以上でご ざいま す。  

 続きま して、別 表の重 点地区 につ いてご説 明いたし ます。 住宅

市街地の うち、一 体的か つ総合 的に 整備また は開発す べき地 区と

しての住 宅地区は 、本市 におき まし ては府中 駅南口地 区の１ カ所

でござい ます。そ の詳細 につき まし ては、６ ページに その計 画の

概要、７ ページに 総括図 、８ペ ージ に附図が ございま す。  

 １８ペ ージの新 旧対照 表につ いて 説明させ ていただ きます 。番

号、地区名 ですが、「 府２」、「 府中駅 南口地区」で、こち らについ

ては変更 ございま せん。  

 ３段目 の整備ゾ ーン区 分です が、 先ほどご 説明いた しまし たよ

うに、「 住環境維 持・向上ゾ ーン」か ら、「核 都市広域 連携ゾ ーン」

に変更さ れており ます。  

 次の「ａ．地区の 整備また は開発 の目標」か ら、「ｃ．都 市施設
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及び地区 施設の整 備の方 針」ま では 変更ござ いません 。  

 一番下 の「ｄ． 市街地 再開発 事業 」の進捗 状況です が、括 弧内

が「事業 中」から 「一部 完了」 に変 更となっ ておりま す。  

 以上が 、方針本 文と別 表の説 明で ございま す。  

 なお、 本方針の 変更の 今後の スケ ジュール でござい ますが 、東

京都は各 区市町村 の意見 を取り まと めて、明 年２月に 東京都 都市

計画審議 会で審議 した上 、３月 中に は都市計 画決定を する予 定で

あると聞 き及んで おりま す。  

 以上で 説明を終 わりま す。よ ろし くご審議 お願いい たしま す。  

【議長】  はい、 議案の 説明を され ましたけ れども、 これよ り審

議に入り たいと思 います 。ご意 見等 をお聞き しまして 討議し 、そ

して最後 は採決と いう順 序で進 めた いと思い ますので 、よろ しく

お願いい たします 。  

 それで は、まず ご質問 等ござ いま せんでし ょうか。 東京都 との

整合性を 持ちなが らとい うとこ ろで 大部分が 決まって くるの では

ないかと 思うので すけれ どもね 。  

 はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  ３点ほ ど、ち ょっと 用語 が分から ないので 教えて もら

いたいの ですけれ ども、 １７ペ ージ のところ で、改正 案の第 １パ

ラグラフ で「まち づくり に協力 して 」という ふうにあ るので すけ

れども、 日本語と してち ょっと よく 分からな かったの で、こ の主

語は都の 住宅行政 なのか 、市の 住宅 行政なの か、だれ が協力 して

くるのか というの がよく 分から ない という点 が１点。  

 ２点目 が、１３ ページ のとこ ろで 都民の、 これは市 民では なく

て、みん な都民に なって いるの で、 そんなの はいいと して、 都民
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の居住の 安定確保 とセー フティ ネッ ト機能の 向上を目 指すと いう

ふうにあ るのです けれど も、具 体的 にどのよ うなこと のイメ ージ

なのかと いうのが ちょっ と分か らな いので、 どのよう なこと をイ

メージし ているの かを教 えてい ただ きたいと いうこと 。  

 もう一 つ、市場 の実現 、市場 自体 がちょっ とその不 安定さ を言

われてい るわけで すけれ ども、 その 市場の実 現を目指 すとい う、

ちょっと この市場 、市場主 義的な 感 じがする 言葉なの だけれ ども、

市の行政 として具 体的に どのよ うな ことをな さろうと してい るの

かという のがよく 分から なかっ たの で、その ３点を教 えてい ただ

きたいと 思うので すけれ ども。  

【議長】  はい、 ３点に ついて 回答 、よろし くお願い します 。  

【石川住 宅勤労課 長】  ご質問 がよ く聞き取 れなかっ たので すけ

れども、 まず１７ ページ の都市 再生 機構と連 携し、市 が進め るま

ちづくり に協力し ていく という とこ ろは、こ れはあく までも 東京

都の整備 方針とい うこと ですの で、 市が都市 再生機構 と連携 して

進めるま ちづくり がもし あれば 、東 京都もそ れに協力 してい くと

いう主語 、述語の 関係に なろう かと 思います 。  

【委員】 市が 協力し ていくの です か。「市 が」と いうの は、市 が

中心とな っている まちづ くりと いう のに、そ こにかか ってい る言

葉なのか 。  

【石川住 宅勤労課 長】  市が進 める まちづく りに東京 都が協 力し

ていくと いうこと です。  

【委員】  「東京 都」が 隠され た主 語なので すね。  

【石川住 宅勤労課 長】  はい。  

【議長】  そうで すね。 府中市 が前 へ出るわ けだな。 はい。  
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 それか ら、次は 。はい 、お願 いし ます。  

【三浦住 宅勤労課 係長】  １３ ペー ジの公共 住宅のセ ーフテ ィネ

ット機能 の向上の 、セー フティ ネッ トの具体 的にはと いうこ とだ

と思いま すけれど も、こ れは例 えば 都営住宅 、それか ら都民 住宅

といった 、東京都 が住宅 に困窮 する 者に対し て提供し ている 公的

な住宅、 これにつ いて適 切に住 宅困 窮者に提 供できる ように 、そ

の機能を 向上する ように 努める とい うことと 考えられ ます。  

 以上で ございま す。  

【委員】  これは あくま でも都 の施 策の話を している のです か。

都が、そ ういう向 上を目 指すの は都 であって 、市はこ の中で は傍

観者、傍 観者とい うのは おかし いけ れども、 そういう 立場な ので

すか。  

【議長】  はい、 課長さ ん、ど うぞ 。  

【石川住 宅勤労課 長】  先ほど もご 説明しま したけれ ども、 これ

は都の整 備方針で ござい ますの で、 ここの表 題に都民 とあり ます

とおり、 東京都全 体で述 べてい ると ころでご ざいます 。この 整備

方針は、 府中市の 住宅市 街地の 整備 方針とい うことで ござい ます

が、その もとにな るのが 東京都 の住 宅マスタ ープラン という こと

で、かな り広域的 な考え 方が入 って おります ので、こ ういう 表現

になって おります 。  

 狭い意 味で、セ ーフテ ィネッ ト機 能の向上 について は、府 中市

が持って いる公営 住宅で ある市 営住 宅等につ いても、 一部こ うい

う機能を 持ち合わ せてお ります ので 、今、係 長が説明 したよ うな

状況でご ざいます 。  

 以上で ございま す。  
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【議長】  おわか りです か。  

【委員】  都の計 画とい うこと なの ですね、 基本的に は。そ こを

市として 、市のエ リアも 及ぶ… 。  

【議長】 これ は都の 計画が主 にな るのでし ょう、これ 。違うの 。

そうでし ょう。  

【石川住 宅勤労課 長】  はい。  

【議長】  都の計 画が主 だとい うこ となので 、それに 市が準 ずる

というこ と、そう でしょ う。  

【石川住 宅勤労課 長】  そうで す。  

【議長】  そうい うこと らしい です よ。いろ いろ言い 回しが ある

らしいけ れどもね 。  

【委員】  わから ないん ですよ ね。  

【議長】  東京都 ではな く、市 はあ る程度、 独自のも ので対 応し

てくださ いという ことな のでし ょう か。はい 、課長さ ん、お 願い

します。  

【石川住 宅勤労課 長】  この整 備方 針につき ましては 、先ほ ども

ご説明し ましたと おり、 東京都 の住 宅マスタ ープラン との整 合性

をとって 、東京都 が指定 すると ころ でござい ますけれ ども、 その

関係につ いては、 当然、 市のも ろも ろの計画 と整合を とって いる

ところで ございま す。表 現の仕 方に ついては 先ほど申 しまし たと

おり、広 域的な観 点から 述べて いる ところと 、府中市 独自の 地域

の実情に 合った部 分と、 こうい うふ うになっ ておりま すので 、そ

の点をご 理解いた だきた いと思 いま す。  

【議長】  はい、 少しわ かって きま した。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  本案に つきまし て、も とも
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と東京都 が都市計 画決定 するマ スタ ープラン でござい ます。 ただ

その都市 計画決定 するマ スター プラ ンを、都 が作ると きに市 に原

案資料を 提出して くださ いとい う依 頼があり ます。そ の依頼 に基

づいて、 市では原 案資料 を提出 しま して、オ ール東京 都の中 で整

合がとれ ないかと いう相 談で変 える ケースが あります 。前議 案の

再開発方 針では、 本方針 と同じ 列に あるプラ ンですが 、こち らに

ついては 文言調整 という のはあ りま せんでし た。再開 発方針で は、

市が提出 した資料 をその まま東 京都 の原案と しますと いうよ うな

流れで作 られるも のです 。  

 上に書 いてあり ます、 都市計 画区 域の整備 、開発及 び保全 の方

針から、 都市再開 発の方 針と住 宅市 街地の開 発整備の 方針と いう

ものが分 離して、 今現在 のプラ ンに なってお ります。 下の防 災街

区整備方 針という のは、 これは 区部 だけつく っている プラン でご

ざいます が、今の ところ 府中市 には ございま せん。こ ういっ た上

位計画で すから、 市の施 策のみ を反 映させる のではな く、東 京都

の都市計 画と、多 摩のい ろいろ な府 中都市計 画ですと か調布 都市

計画、そう いうい ろいろな 都市計 画 の中で、総 合的な 判断の中 で、

こういう 文言はど うだと いうよ うな 調整がさ れてござ います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  はい、 今の説 明に要 約さ れている ようなこ とだと いう

ことです ね。よろ しいで すか。  

【委員】  はい。  

【議長】  それで は、ほ かには ござ いません でしょう か。は い、

○○委員 さん。  

【委員】  ３月に 案が出 された とき にも同じ ことを聞 いてい るか
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もしれな いのです けれど も、こ れが 先ほどの 説明では 、東京 都の

住宅マス タープラ ンとの 整合性 を図 るという ことで出 された とい

うことな のですが 、府中 市の場 合は 、市の住 宅マスタ ープラ ンが

既に策定 されてい ますけ れども 、そ の市のプ ランとの 整合性 とい

うことは 、今回こ れがも し変更 にな った場合 、どのよ うな整 合性

をとって いくのか につい て、市 のお 考えを伺 いたいと 思いま す。  

【議長】  はい、 今の件 につき まし て、よろ しくお願 いしま す。  

【石川住 宅勤労課 長】  府中市 には 府中市の 住宅マス タープ ラン

がござい ますけれ ども、こ の方針 と 東京都の 住宅マス タープ ラン、

市の住宅 マスター プラン の中で は、 表現につ いて若干 違いも ござ

いますけ れども、 大きな 目標で ある 良質な住 宅のスト ックと 良好

な住環境 の形成を 図る、 あるい は居 住の安定 を確保す るとい う考

え方につ きまして は、そ れぞれ の住 宅マスタ ープラン と方向 を一

つにして おります ので、 整合が 図ら れている というふ うに考 えて

おります 。  

 以上で す。  

【議長】  よろし いです か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  そうし ますと 、市の プラ ンについ ては、変 更する 予定

がないと いうこと ですか 。  

【議長】  はい、 お願い します 、課 長さん。  

【石川住 宅勤労課 長】  現在の とこ ろ、変更 する予定 はあり ませ

ん。  

 以上で す。  

【議長】  よろし いです か。現 在の ところは ないそう です。 よろ

しいです か。  
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【委員】  はい。  

【議長】  それで は、大 分時間 も経 過いたし ました。 ほかに 意見

がないよ うでした ら、第 ３号議 案に つきまし て採決し たいと 思い

ます。  

 第３号 議案、府 中都市 計画住 宅市 街地の開 発整備の 方針の 変更

に伴う市 の意見に ついて は、都 市計 画案のと おり異議 ないも のと

してよろ しいでし ょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、都 市計画 案の とおり異 議なしと いうこ とで

決するこ とにいた します 。あり がと うござい ます。  

 次に移 りますが 、よろ しいで しょ うか。次 に、日程 第５、 報告

事項、基 地跡地利 用計画 の策定 状況 について の報告を 受けた いと

思います ので、よ ろしく お願い しま す。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、基地 跡地計 画の

策定状況 について ご報告 申しあ げま す。  

 前々回 、５月２ ６日に 開催し まし た本審議 会で、調 布基地 跡地

及び府中 基地跡地 留保地 につい ての 土地利用 計画の概 要をご 説明

いたしま した。そ の後、 ６月開 催の 議会報告 後に、７ 月７日 付で

委員の皆 様へ送付 させて いただ いて おります 。  

 本日は 、その後 の経過 と今後 の動 きについ て報告す るもの でご

ざいます 。  

 まず、 ６月議会 以降の 経過報 告な どを、政 策課より ご説明 いた

します。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【澁谷政 策課長補 佐】  それで は政 策課から 、６月議 会以降 の経
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過報告な どを含め 、調布 基地跡 地及 び府中基 地跡地に 係る土 地利

用計画の 策定状況 につき まして 、ご 報告させ ていただ きます 。  

 本市に おきまし ては、 本年６ 月の 市議会基 地跡地対 策特別 委員

会におい てご了承 いただ いた上 で、 ６月３０ 日、関東 財務局 ・立

川出張所 に提出し 、７月 ７日付 で委 員の皆様 にも送付 させて いた

だいたと ころでご ざいま す。  

 国は 、当該 土地利用 計画に つきま して、「 あくま でも府 中市の 思

いを取り まとめた もので あり、 一時 預かるこ ととする が、是 非と

も府中市 内に国家 公務員 宿舎を 建設 させてい ただきた い」と し、

協議の継 続を求め られた ところ でご ざいまし た。  

 その後 の協議に おきま して、 国家 公務員宿 舎を７０ ０戸程 度に

減少した 上で、さ らに都 市整備 用地 のスリッ ト部分、 及び府 中基

地跡地留 保地内の 北側の 財務省 処分 用地を最 大限に活 用した 上で、

なお不足 する部分 ついて 、都市 整備 用地３． ６ヘクタ ール内 の一

画に設置 するとい う譲歩 案を提 示し てござい ます。  

 この譲 歩案を受 け、本 市では 、昨 今の景気 の後退、 社会経 済情

勢などを 踏まえた 上で、 交渉を 長引 かせるこ とは妥当 ではな く、

今後は国 の譲歩案 を踏ま え、い かに 行政需要 の増大の 問題を クリ

アし、本 市の将来 に寄与 する土 地利 用計画を 策定して いくべ きで

あると判 断したた め、別 添のと おり 土地利用 計画を修 正した もの

でござい ます。本 年９月 の市議 会基 地跡地対 策特別委 員会に おい

てご了承 をいただ きまし た上で 、関 東財務局 ・立川出 張所に 再提

出いたし ました。  

 各利用 計画の主 な修正 点につ きま して、恐 れ入りま すが、 お手

元の「調 布基地跡 地府中 地区都 市整 備用地利 用計画」 の５ペ ージ
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をお開き 願います 。従来 、北側 の約 ３．６ヘ クタール の土地 につ

きまして は、「業務 系施設ゾ ーン」と しており ましたが、これを「 業

務・商業 ゾーン」、「住宅 ゾーン 」に 、又、南 側の約０ ．４ヘ クタ

ールのス リット部 分につ きまし ては 、「住商 共存ゾ ーン 」とし てい

たところ を、これ を「沿 道住宅 ゾー ン」とし 、国家公 務員宿 舎の

建設を視 野に入れ た修正 を行っ てお ります。  

 続きま して、「調布 基地跡 地府中地 区病院用 地利用計 画」の３ペ

ージをお 開き願い ます。 こちら の病 院用地に つきまし ては、 従来

と変更な く、周辺 の病院 、学校 、福 祉施設な どと一体 的なま ちづ

くりを進 めるため 、「公共・公 益系施 設ゾーン」と 位置づ けてお り

ます。  

 続きま して、「府中 基地跡 地留保地 利用計画 」の ４ページ をお開

き願いま す。従来、財 務省が処 分を 予定して いた「住宅 地ゾー ン」

につきま しては、面積をお よそ１ ヘ クタール 程度拡大 した上 で「住

宅ゾーン 」とし、 国家公 務員宿 舎の 建設を視 野に入れ た修正 を行

うととも に、「都市 整備用 地利用 計画 」との整合 を図っ ておりま す。 

 また、 これに伴 い、中 央の「 研究 施設ゾー ン」の面 積が、 およ

そ１ヘク タール程 度、縮 小され る予 定となっ ておりま す。  

 なお、 公園緑地 ゾーン につき まし ては、従 来と同様 でござ いま

す。  

 以上で 土地利用 計画の 策定状 況に 係る説明 を終わら せてい ただ

きます。  

 なお、 当該土地 利用計 画に係 る今 後の動き につきま しては 、計

画課から ご説明さ せてい ただき ます 。  

【議長】  はい、 お願い します 。  
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【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  今、ご 説明いた しまし た土

地利用計 画を踏ま えまし て、今 後は 三つの地 区につい て地区 計画

を定めて いくとと もに、 府中基 地跡 地留保地 と調布基 地跡地 府中

地区都市 整備用地 の２地 区につ いて は、用途 地域の変 更の手 続を

予定して おります 。  

 以上で 報告を終 わりま す。よ ろし くお願い いたしま す。  

【議長】 今 、報告 がござい ました け れども、これに つきま して、

何かご質 問等ござ いませ んでし ょう か。  

 はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  ○○で す。２ 点ほど お聞 きしたい と思うの ですが 、一

つは、今 後、府中 市とし ても活 用す る、ある いは全体 的に活 用す

る状況に あるかと 思うの ですけ れど も、昨今 、各いろ いろな 地域

で問題に なってお ります 土壌調 査等 を行われ たのかど うか、 これ

から行う 予定があ るかど うかで すね 。予備調 査等です が。  

 それか らもう１ 点は、 既存の 建物 がかなり あると思 うので すけ

れども、 この建物 を解体 した後 、コ ンクリー ト片とい います か、

その辺の 処理はど うされ るのか どう か。全国 的に見て 、今、 六価

クロムが 検出をさ れたと いうよ うな 例も出て きており ますの で、

大体、古 いコンク リート 片には そう いうもの が含まれ ている そう

でござい まして、 その辺 の対策 、対 応という ものをど う考え てい

るのか。 私も一市 民の立 場で聞 いて おきたい と思いま すので 、よ

ろしくお 願いいた します 。  

【議長】  ２点、 ご質問 がござ いま したので 、よろし くお願 いし

ます。  

【澁谷政 策課長補 佐】  まず１ 点目 の土壌調 査の関係 でござ いま
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すが、今 後、国の ほうで 土壌調 査を 進めてい くことに なりま す。  

 なお、 府中基地 跡地の 、先ほ どか ら話題に なってご ざいま す国

立医薬品 食品衛生 研究所 の移転 予定 地につき ましては 、２月 ごろ

から土壌 調査を始 めたい という こと を聞いて ございま す。  

 ２点目 の、既存 の建物 を解体 した 後のコン クリート 片でご ざい

ますけれ ども、こ ちらに つきま して は国のほ うで解体 、また は開

発業者の ほうで解 体する 、ちょ っと これはど ちらにな るか決 まっ

てござい ませんけ れども 、今後 、そ ちらの処 分につき まして も協

議させて いただく ような 形にな ると 思います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  はい。 いろい ろ公害 の問 題が絡ん でくると いうこ とで

しょうね 。  

 ほかに はござい ません か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  今との 絡みな のです けれ ども、府 中基地跡 地留保 地利

用計画の ２ページ に、ウ のとこ ろで 「研究施 設建築物 等の立 地形

態に配慮 するとと もに、 豊かな 緑に よる緩衝 帯を形成 します 」と

いうのと 、それか ら３ペ ージの 一番 下のなお 書きなの ですけ れど

も、「研 究機能 の維持 保全を 図るため 、建築 物等の 用途の制 限を定

めます」 とありま すけれ ども、 ここ をもう少 し具体的 にお話 しい

ただけれ ばありが たいな と思っ てお ります。  

【議長】  はい、 それに つきま して 、どうぞ 。もう少 し突っ 込ん

で話をお 聞きした いと、 こうい うこ とでござ いますね 。はい 、お

願いしま す。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  府中基 地跡地利 用計画 の４

ページに なります が、真 ん中の ブル ーで示さ れている ところ が研
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究施設ゾ ーンにな ります 。こち らに ついても 地区計画 を定め まし

て、建物 の壁面後 退です とか、 空地 の確保で すとか、 建物の 高さ

の制限で すとか用 途の制 限とい った ものを設 けていく という よう

なことで 、こうい った項 目を記 載さ せていた だいてお ります 。  

 以上で ございま す。  

【青木計 画課長】  今の 場所で すけ れども、 研究開発 機能等 とあ

りますけ れども、 ここは 先ほど もお 話がござ いました ように 、真

ん中の部 分につい ては国 立医薬 品食 品研究所 が移転す る予定 の場

所でござ います。 この地 域につ きま しては、 副主幹が 申しあ げま

したよう に、全体 として 用途変 更を する必要 がありま す。ま た、

用途変更 とあわせ て地区 計画の 変更 をかける 予定でご ざいま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】 ほかに なければ 、報告 了承 としてよ ろしいで しょう か。

よろしい ですか。 まだま だいろ いろ 決めるこ とはいっ ぱいあ るだ

ろうし、 国のこと も絡ん でいる し、 東京都、 府中市も いろい ろ絡

んでくる から、す ぐには 決定と いう ところま でいかな いと思 いま

すがね。 そうでし ょう。  

【青木計 画課長】  そう いうこ とで ございま す。  

【議長】  変更も あり得 るし、 そう いうこと で逐次、 変わっ たら

変わった という報 告を教 えてく ださ い。こんな 話があ ったとか ね。

それでよ ろしいで すか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、報 告了承 とさ せていた だきます 。あり がと

うござい ます。  

 それで は次に、 日程第 ６、そ の他 でござい ますが、 事務局 のほ
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うから何 かござい ますで しょう か。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  事務局 からは２ 点ござ いま

す。１点 目は、府 中都市 計画生 産緑 地地区の 変更の予 定につ いて

でござい ます。２ 点目と しまし ては 、次回の 開催予定 につい てで

ございま す。この ２点に つきま して ご報告さ せていた だきま す。  

 それで は、まず １点目 の府中 都市 計画生産 緑地地区 の変更 （削

除）予定 について 、担当 主査よ りご 説明いた します。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査】 １点目で ございま すが、今 後、

生産緑地 地区の削 除変更 が予定 され ているも のにつき まして 、本

日、お手 元にお配 りして おりま す、 右上に「 資料」と 入った 「府

中都市計 画生産緑 地地区 の変更 （削 除）予定 について 」とい たし

ましたＡ ４判の資 料に基 づきご 報告 させてい ただきま す。  

 ２ペー ジをお開 きくだ さい。 右下 に凡例が ございま すが、 黒丸

でお示し してござ います 部分が 、生 産緑地法 第１０条 の規定 に基

づく買取 り申出の 手続が あり、 現在 、生産緑 地として の制限 が解

除されて いる地区 、もし くは公 共施 設等の用 地として 取得す る地

区でござ います。 場所は 、多磨 町地 区の西武 多摩川線 東側、 東八

道路の南 側に位置 した地 区でご ざい ます。  

 ３ペー ジをお開 きくだ さい。 場所 は、若松 町地区、 都立府 中工

業高校の 東側に位 置した 地区、 その 南側の地 区の２地 区でご ざい

ます。  

 続きま して、４ ページ をお開 きく ださい。 場所は、 本宿町 地区

の本宿体 育館西側 に位置 した地 区で ございま す。  

 続きま して、５ペー ジをお開 きく ださい。場所は 、西 府町地区 、
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府中第十 中学校の 東側に 位置し た地 区でござ います。  

 最後に ６ページ をお開 きくだ さい 。場所は 、南町地 区、南 町小

学校の南 側に位置 した地 区でご ざい ます。  

 これら の生産緑 地地区 につき まし ては、都 市計画の 削除変 更と

して、平 成２１年 度、５ 月ごろ 開催 予定の本 審議会に 付議す る予

定でござ います。  

 以上で 終わりま す。  

【議長】  はい、 お願い します 。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は２点目 の、次 回の

府中市都 市計画審 議会の 開催日 程及 び案件に ついてお 知らせ いた

します。  

 日時で ございま すが、 ２月４ 日、 水曜日、 午後２時 からで ござ

います 。会場 につきま しては 、今 回 の会場と 同じ 、こちら の第１ ・

第２会議 室となり ます。  

 案件で ございま すが、 幸町二 丁目 地区地区 計画を、 次回、 ご審

議してい ただくこ とにな ります 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  はい、 次回は ２月４ 日と いうこと でござい ますの で、

よろしく お願いい たしま す。  

 ほかに 委員さん のほう から何 かご ざいませ んか。  

 なけれ ば、大変 長時間 、慎重 審議 をしてい ただきま して、 あり

がとうご ざいまし た。  

 来年は 、冒頭に 申しあ げまし たと おり、大 変経済情 勢が厳 しい

のでござ いますけ れども 、どう か皆 様にとり ましては 、今年 以上

に来年が いい年に なりま すよう に心 より祈念 し、閉会 といた しま
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す。  

 どうも ありがと うござ いまし た。  

午後３時 ３７分閉 会  
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以上、会議 のてん 末を記 載してそ の 相違ない ことを証 するた め、

ここに署 名する。  

 

 

議   長   ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員   ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員   ○   ○   ○   ○  

 


